
 

 

 

令和８年度の始まりにあたって 

校長 片山 義弘  
 

令和８年度が始まりました。保護者の皆様におかれましては、お子様のご入学・ご進級を心よりお祝い申し

上げます。 

令和８年度は創立 153周年を迎え、明日入学する 98名の児童を迎え、全校児童 669名でスタートす

ることとなりました。 

さて、私事とはなりますが、令和５年度に本校で校長を務め、令和６年度から２年間、京田辺市教育委

員会に出向しておりました。その間、本校の子どもたちと出会うたびに「校長先生や。おはよう」と声をかけてもら

い、元気づけられるとともに本当に素晴らしい子どもたちに囲まれて過ごしていたことを感じていました。 

この度、期せずして再び本校に赴任することとなり、今朝子どもたちと対面し、変わらない元気いっぱいの雰

囲気を感じる反面、わずか２年の間に大きく成長した子どもたちや初めて出会う子どもたちの姿を見て、改めて

子どもたちが安心・安全な学校生活を送り、より良く成長できる学校づくりに努める思いを新たにしたところで

す。 

私は、150周年の際、こどもたちに 150年の伝統と 200周年に向けたスタートの年であることを話しました。

200 周年までの次の 50 年間は子どもたちが社会で活躍する 50 年間になります。その話の後、わずか２年の

間にもバスの自動運転を例とし、身の回りでも AIの進歩による多くの変化があるとともに災害や事件なども引き

続き起きています。 

このように、急速に変化する不確実な社会で自らの身を守り、より良く生きていくために、変化に対応し、

様々なことに関心を持ち学び続ける力、仲間を大切にして多様性を認め、ともに取り組む力、伝統や規範を

大切にしつつも批判的思考を持ち、考えることをやめず、正しい判断をする力を身に付けることが大切だと考え

ております。 

そのために教職員は、本校の教育目標に沿って、授業や学校生活がよりよくなるために工夫し、一人ひとり

の子どもをきめ細かく見つめ、精一杯の愛情をかけ、全力で教育にあたります。ご家庭や地域におかれましては、

子どもの健やかな成長のために、本校の取組に対してご理解ご支援をいただき、ともに歩んでいただきますようお

願いします。 
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  本校では、いじめ防止対策推進法（平成 25 年法律第 71 号）の趣旨を踏まえ、すべての子どもが安心して学び、心豊かに成
長できる学校づくりを理念としています。また、京田辺市教育委員会は、いじめを重大な人権問題と捉え、「どの子にも、どの学校でも
起こり得る」という認識のもと、市全体でいじめを許さない環境づくりを進めています。田辺小学校もこの方針を受け、いじめの未然防
止・早期発見・迅速な対応を行うために「京田辺市立田辺小学校いじめ防止基本方針」を策定しています。こちらは HPに掲載して
おりますのでご確認ください。 
 さらに本校では、「誰一人として、被害者にも加害者にもさせない」という強い決意を理念の中心に据えています。いじめは子どもたち
の心と体に深い傷を残し、学ぶ権利を奪う重大な問題であり、決して見過ごすことはできません。この理念を実現するためには、子ども
たち自身はもちろん、保護者の皆さま、地域の皆さま、そして学校が力を合わせ、いじめについて正しく理解し、日々の生活の中でも
子どもたちを見守り、支えていくことが欠かせません。 
子どもたちが互いに大切にし、安心して過ごせる学校づくりを学校・家庭・地域が力を合わせて進めていくため、子どもたちと保護者

の皆さまにさまざまな取組を通して、一緒に考えていただく機会を持ちたいと考えていますのでよろしくお願いします。 



令和８年度の教職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

お願い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長  

教頭  

教務主任  

教務（理科専科５・６年）  

教務  

教務  

教員養成加配  

小中連携加配  

初任者指導  

 １組 ２組 ３組 ４組 

通級指導教室     

くすの木学級     

１年     

指導補助  

２年     

３年     

４年     

図画工作専科（４～６年）  

５年     

外国語専科（３～５年）  

６年     

音楽専科（４～６年）  

養護教諭  

栄養教諭  

事務職員  

教職大学院支援員（３年音楽）  

初任者養成支援員   

教員業務支援員   

図書館司書  

特別支援教育支援員     

特別支援教育指導員  

看護師     

    

スクールカウンセラー  

「ノー残業デー」の実施について 
 
学校現場において、教職員の長時間勤務が大

きな問題となっていることから、京田辺市の小中学
校では、平成３０年 1 月から水曜日を「ノー残業
デー」とさせていただいています。御理解と御協力を
お願いします。 

 

4月の行事予定 
４月  

７日（火）着任式・始業式 

      短縮３時間授業（新２～５年） 

      短縮４時間授業（新６年/入学式準備含む） 

 

８日（水）入学式 

１年生及び新６年生は出席 

２年生～５年生は自宅学習日（登校しません） 

 

９日（木）短縮４時間授業（全学年） 

給食開始（２年～６年） 

 

10 日（金）短縮４時間授業 

２年生～６年生 給食後下校 

第１回 PTA 本部役員会 

 

13 日（月）２年生～６年生 通常校時開始 

１年生短縮４時間授業 終了後下校（14 日まで） 

 

15 日（水）１年給食開始 

 

22 日（水）水泳学習（３年・４年） 

 

23 日（木）全国学力・学習状況調査（６年） 

 

24 日（金）授業参観（５時間目）・懇談会（６時間目） 

修学旅行説明会（懇談後実施） 

 

27 日（月）短縮４時間授業 家庭訪問・個別懇談 

 

28 日（火）短縮４時間授業 家庭訪問・個別懇談 

 

30 日（木）短縮４時間授業 家庭訪問・個別懇談 

全国学力・学習状況調査質問紙（６年） 

 

５月  

１日（金）短縮４時間授業 家庭訪問・個別懇談 

① 児童の送迎について 

区域外通学等、特別な事情がない限り、車での送迎はお断りしています。本校は、児童数が大変多く、登下校する中での車の往来は児童にとって大変危険

です。送り迎えをされる場合は、「徒歩」または「自転車」でお願いいたします。 

体調不良等、学校からお迎えをお願いしたことに限り、車での送迎は可としています。御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

② 学童保育・放課後等デイサービスについて 

学童保育は、市の福祉機関となります。学童を欠席される場合は、１年生については担任に連絡帳でお知らせください。併せて、学童へも保護者から直接欠

席の連絡をお願いします。なお、２年生については、４月中は担任に連絡帳でお知らせください。 

また、全学年登校後の「学童へ行かずに帰らせる」等の連絡は、対応いたしかねます。１年生はあらかじめ連絡帳に記載してください。３年生以上はお子様

に伝えるようにしてください。 

登校後の変更については、学校への電話連絡ではなく、学童等にお迎えに行っていただきますようお願いいたします（緊急時は除く）。 

 

③ 放課後の忘れ物について 

放課後に忘れ物を取りに来るときは、17 時までにお願いします。インターフォンを鳴らし、要件をお伝えください。 

土日祝などの学校休業日は、忘れ物等を取りに来ることはできません。 

 

 

  

欠席の連絡方法について 
 

欠席連絡は、連絡帳での連絡に加え、「さくら連
絡網」を活用した連絡方法も併用しています。詳し
くは別途配布しています、「欠席連絡の方法につい
て」をご覧ください。 



 
 

 

 

 

 

 

  

「京田辺市内小学校の電話対応」について 

学校への電話につきましては、原則、下記の時間にお願いします。その他の時間につきましては、音声ガイダンスが流れます。 

〇平日 月・火・木・金  ８:００～１８:００  

水 ８:００～１７:００ ※午前中授業日は８：００～１７：００ 

〇長期休業期間の平日８:３０～１７:００ 

※上記に関わらず、学校閉校日については終日音声ガイダンスが流れます。児童生徒の生命や安全に関わるような事態が発生して、緊急に学校に連絡が必要になった場合は、

京田辺市教育委員会教育総務室（0774-64-1391）までご連絡ください。 

転・退職等をされた先生方   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

お世話になりありがとうございました・・・。 

 


